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社会資本を資産と捉えて管理するアセットマネジメントが導入されつつある中で，安全で安心な地域を

維持していくためには，従来，自治体が担っている公共の領域を見直し，様々な担い手を活用した道路施

設管理体制が必要といえる．本研究では，多様な主体が協働で道路施設管理を担うための仕組みづくりに

着目し，地域協働型道路施設管理のあり方を提案することを目的としている． 

具体的には，「自治体間の連携」，「民間活力の活用」および「住民参加」をキーワードに，先進事例

の分析を行った．それぞれの仕組みにおける運用実態を明らかにすることで，主体の役割と連携方法のあ

り方を検討した． 

また，仕組みづくりを運用するために，「専門家の育成」，「住民の主体的な活動の創出」，「主体を

つなぐ仕組みとしての中間支援」が必要であることを示した． 
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1. はじめに 

 

わが国の社会資本整備は、膨大な道路施設の活用や長

寿命化が重要課題である．道路橋においては，築後50年

以上の割合は8％存在しており，20年後には53％になる．

国道に架かる橋梁の点検によると，対策が必要な橋梁は

47％であると報告されている1）が，国・自治体とも社会

資本関係の支出は増加すると推定されており，十分な対

策が講じられないことが懸念される2）3）．このような背

景から，点検の制度，点検及び診断の信頼性確保，技術

開発の推進，技術拠点の整備，データベースの構築と活

用といった予防保全方策が展望されており4），建設から

維持管理に方向転換するとともに，社会資本を資産と捉

えて管理するアセットマネジメントが導入されつつある．

社会資本の劣化は，自然災害や事故など地域のリスクを

増大させており，劣化の早期発見や遅延により，安全で

安心な社会経済を維持していくための新しい仕組みや制

度が必要である． 

大多数の社会資本を抱えている地方自治体においては，

財源不足や技術者および技術力不足が顕著であり，適切

な管理体制が構築できない現状にある5) 6)． 

このように、限られた予算の中，自治体が抱える膨大

な道路施設に対し，従来のように行政主導で維持管理を

担う体制を継続することは困難である．地域が抱える課

題を解決し，安全で安心な地域を維持していくためには，

自治体が担っている公共の領域を見直し，様々な道路施

設管理の担い手を活用した仕組みづくりが必要といえる．   

本研究では，様々な主体が協働で道路施設管理を担う

ための仕組みづくりに着目し，主体とその役割および連

携方法を明確化することで，地域を一体的に管理する地

域協働型道路施設管理のあり方を提案する． 

 

 

 

2. 研究の枠組み 

 

本研究では社会資本維持管理のあり方を見直し，地域

が一体となって，維持管理を行う体制を検討する．本章

では，対象とする社会資本を道路施設に限定し，道路施

設に関する維持管理体制の展望を整理したうえで，地域

協働の定義を整理する．そして，研究の枠組みを示す． 
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(1) 対象とする道路施設 

 社会資本の定義は，様々である．例えば，「輸送，公

益事業（水道，ガス，電気），エネルギー，情報通信，

廃棄物処理，公園，スポーツとレクリエーション，住宅

といった生活に不可欠の公共サービスを提供する施設全

体を指す」がある7）． 

社会資本の内訳において，道路は3割を占め8），1960

年代から1970年代に大量に建設された道路施設は，高齢

化を迎え，維持更新が課題になっている．舗装延長をみ

てみると，その8割を市町村が管理しており，道路橋に

おいては，5割を市町村が管理している．地方公共団体

管理橋梁の通行規制状況をみてみると，平成20年から平

成22年の期間において，通行止，通行規制ともに増加し

ており，その9割以上を政令指定都市および市町村が管

理している9）． 

つまり，社会資本のうち，道路施設は専門家不足が顕

著である市町村の管理量が際立って多く，専門家不足等

により点検実施率は低い．そのため，崩落事故等に至る

ような重大な損傷（人命の危険），損傷や耐荷力不足に

よる通行規制（社会的損失），大規模な補修や架替えの

発生（膨大な費用）10）が懸念され，早急な対応が求め

られる． 

また，本研究においては，地域協働型の管理体制を構

築することを目的としており，地域住民が日常の活動の

中で，余暇時間を活用して役割を担うことを想定する．

道路施設においては，簡易な点検や補修を地域住民が担

うことができると考える．そこで，道路施設を対象に，

研究を進める． 

 

(2) 道路施設管理の展望 

今後の維持管理のあり方として，国土交通省は，「ア

セットマネジメント導入による総合的なマネジメントシ

ステムの構築」，「ライフサイクルコストを考慮する設

計・施工法の確立」，「構造物の総合的なマネジメント

に寄与する点検システムの構築」，「新たな管理体制の

構築」，「技術開発と専門技術者の養成」，「支援策と

制度の整備」，「情報提供と住民参加」の提言をまとめ

ている4)．道路施設管理については，維持管理の要素技

術が蓄積され，支援策と制度が整備されてきた中で，こ

れらを展開し運営していく仕組みづくりとして，「新た

な管理体制の構築」，「技術開発と専門技術者の養成」，

「情報提供と住民参加」の検討が必要であるといえる．

内閣府11）は，社会資本ストックマネジメントの展望と

して，産官学民の新たな関係を構築することが重要であ

るとしている．その意図は，官が担ってきた領域を公に

開くことで管理の持続可能性を担保することであり，散

在している技術や情報を集約し，官民学から人，技術，

手法を集めたプラットフォームの整備やストックマネジ

メントを推進することにある．つまり，道路施設維持管

理のあり方には，様々な主体が関わることが求められ，

そのための仕組みづくりを検討する必要があるといえる． 

 

(3) 地域協働型の定義 

前項で述べたように，社会資本の維持管理を担保する

には，官と民や企業などが協働する方法を検討する必要

がある．内閣府は参考になる取り組みとして，長崎大学

工学部インフラ長寿命化センターを取り上げている．官

として自治体，民として地域住民，企業として民間企業

が想定されていること，学としての大学も主体として位

置付けることが期待されている．これらの主体の役割と

連携方策を明確化することで，適切な維持管理が運用さ

れるものといえる． 

本研究において，地域協働型を「一定の地域を前提と

して、そこに存在する住民が参画している多様な主体が、

当該地域が必要とする公共的サービスの提供を協力して

行う状態」12）と定義するが，主体は，官として県およ

び市町村，民として地域住民，企業として設計会社およ

び施工会社，学として大学やＮＰＯを前提し，それぞれ

の役割と連携方策について検討する． 

 

(4) 研究の構成 

研究の進め方として，まず仕組みづくりに着目し，地

域協働型道路施設管理に参考になる先進事例を分析する．

ヒアリングおよび文献調査を通じて運用方法を明らかに

する．そして，管理主体とその役割を明確にするととも

に，管理主体の相互関係について整理を行うことで，地

域協働型道路施設管理体制を提案する．さらには，地域

協働型道路施設管理体制のあり方として，仕組みを運用

するために，人づくりおよび主体をつなぐ仕組みが必要

であることを示し，考察を行う． 

 

 

 

3. 事例分析 

 

本章では，地域協働型道路施設の構築を目指すにあた

り参考になる先進事例を取り上げ，その運用方法につい

て明確にする．先進事例の整理にあたり「主体」と「役

割」を視点として設ける．一方，既存の枠組みを見直し

体制を構築するために主体の関係性を検討する必要があ

る．そのために，「連携方法」を視点として設ける．  

 なお，先進事例は，「自治体間の連携」，「民間活力

の活用」，「住民参加」をキーワードに収集した．先進

事例のヒアリング調査および文献調査の結果を表－１に

整理した．分析した先進事例をキーワードに従い，次に

考察する． 



 

 3 

 

(1) 自治体間の連携 

 自治体間の連携においては，「権限移譲13）」及び

「広域連合14）」を事例として取り上げる．道路管理者

である自治体が， 分散する道路施設を個別に管理する

従来の体制を見直すことで，地域の道路施設を一体的に

管理でき，効率的な管理が可能となる． 

権限移譲においては，県と市町村の役割分担を明確に

し，地域住民と身近に接することのできる市町村に管理

権限を移譲することで，面的な管理が可能となり，維持

管理が効率的になる． 

また，自治体の規模に応じた道路施設管理の集約化が

必要であり，それに合わせた人材を配置する必要がある．

小規模自治体においては，広域連合を組織化し，自治体

間の共通業務を集約させることで，自治体独自で専門技

術者を保有することなく業務を行うことができる． 

 

(2) 民間活力の活用 

民間活力の活用においては，「包括発注15）」及び

「性能規定型発注16）」を事例として取り上げる．民間

企業の活力を活用するためには，ある程度の発注ロット

を確保し，民間企業の利益を確保することが必要である．

そのためには，ある程度の範囲を一体として点検と補修

業務を包括して発注する方法が望ましい．維持管理では，

損傷に対して迅速に対処するためにきめ細かな点検が必

要である．地域を一体で捉えることで迅速な対応につな

がる．より民間活力を活用するには，民間企業に点検業

務の裁量を委ね，性能規定の管理に移行することが望ま

しい． 

  道路施設管理は，あくまで「公共」の範囲であり，

全ての権限を民間企業に委ねることはできないが，自治

体が担う範囲を明確にした上で，各主体のリスクを踏ま

え，権限移譲することにより民間企業の技術力を活用し

た管理体制につながる．面的に分散する道路施設を管理

する主体として，地域の実情に詳しく損傷にも早期に対

応できる地元の建設業者が，高度な管理技術を習得する

ことで，疲弊しつつある地元建設業の活性化につながる

ことが期待できる． 

 

(3) 住民参加 

住民参加においては，「アダプト制度17）」及び「道

普請18）」を事例として取り上げる．住民参加の方法と

して，アダプト制度で見られるように志を持って地域活

動に貢献している住民を道路施設管理の担い手として位

置付けること，道普請で見られたように道路施設管理を

地域の活動として創出することなどがあげられる． 

自治体が住民活動を支援する際，地域住民がなじみの

ある範囲で活動できるよう工夫することが必要である．

なお，活動の持続や活動の輪が広がるためには，自治体

や中間支援組織の支援が重要である． 

 

4.  地域協働型道路施設管理における主体の役割

と連携方法の検討 

 

先進事例から得られた知見を参考に，地域協働型道路

施設管理体制を図－１に示した．以下，地域協働型道路

施設管理体制に資する主体の役割と連携方策について述

べる． 

 

(1) 主体の役割 

a) 自治体 

自治体においては，権限を各主体に移譲することで業

務が変化する．県においては，市町村にある程度の管理

を移譲するため，日常業務が減尐する．民間企業や地域

住民か道路施設に関わる情報が得られるため，それらを

活用し，長期的なマネジメントを行うことが役割となる．

ある程度の権限を様々な主体に委ねるが，被害による影

響が大きい道路施設等，他の主体には任すことのできな

い重要なものを自治体が重点的に管理する必要がある．

市町村においては，県からの移譲を受け，地域住民に近

い位置での業務を中心に，地域の実情に応じて業務を行

うことが望ましい．また，地域住民活動の持続と拡大を

促すこと，民間企業の支援が重要な役割となる． 

b) 民間企業 

通常，民間企業の役割としては，自治体の管理水準に

従い，業務を行うことがあげられる．地域協働型の管理

においては，自治体から管理権限を受けることで独自の

提案により管理水準を保持し，安心安全な道路施設を提

供することが役割となる．技術提案する際には「対処療

法型」の管理に加え，劣化を遅延させ事故等を未然に防

ぐ「予防保全型」の管理を目指すことが重要である． 

点検と補修を一体として行うことで，業務の効率化を

図ることができる．一社で業務を行うだけでなく，民間

企業がJVやコンソーシアムを組むことで，お互いの専門

技術や情報を共有しながら，業務を遂行することが望ま

しい． 

c) 地域住民 

地域住民は，余暇時間を活用し，道路施設の異常に気

付き，通報することが主な業務となる．些細な補修であ

れば，管理者に確認のうえ，道具等の貸出を受け，補修

を行うことが望ましい．専門技術が必要となる補修の場

合は，点検結果を管理者に報告し，民間企業が補修を行

う．安全を見据え，どの程度の点検および補修を地域住

民が行うか，事前に決定しておくことが望ましい． 

町内会や自治連合会といった既存の団体に管理を依頼

することが考えられるが，自主的に活動をしている団体 
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を道路施設管理の担い手として位置付けることもできる．

道路施設管理を個人の活動のみならず地域のイベントと

して開催し，道路維持管理を地域住民が一体となって行

うことで，道路維持管理の重要性に対する意識が醸成さ

れることが期待できる． 

具体的な地域住民の役割としては，「対処療法型」の

管理に寄与する道路施設の不備を早期に発見する日常の

点検である．地域住民がある程度の知識をもって道路施

設を点検することで，有用な情報が得られ，機能性を確

保することができ，道路施設がもたらすサービスの保持

につながる． 

d) NPOや大学 

 今まで整理してきた先進事例分析において，NPOや大

学の役割については，ほとんど述べていない．しかしな

がら，後に述べるように，各主体がそれぞれの役割をも

って，他の主体を連携し，地域協働の取り組みを進める

にあたり，中間で支援する主体が重要になってくる．こ

こでは，NPOや大学を想定している．その役割は，主体

が役割を担えるよう育成することであり，育成後の活動

を創出することである．さらには，専門家不足が言われ

る中で，育成した人材を集約する機能を持つことが望ま

しい．必要なときに必要な人材を派遣することができる．

表-1 先進事例の調査結果 

具体事例 関係主体 主体の役割 連携方法 実現のためのポイント

広島県
管理道路の権限を市に移譲

する.

三次市

県が担っていた業務と責任

を受け，県管理路線の管理

を担う．

上伊那

広域連合

職員を配置し市町村のサ

ポートを行う.

2市3町3村
通常業務で賄えない業務を

広域連合に委託する．

青森県

地域を7つに区分し，プロ

ポーザル方式でそれぞれの

受注者を選定する.

民間企業

地域の橋梁を一括で受注し

た業者は，年に1回点検

と，清掃と補修工事および

緊急措置や補修後の追跡調

査を行う.

州交通局

水準を規定し発注する.

年1回水準に基づき評価を

する.

民間企業

性能規定に基づき，作業

量・作業時期・施工・管理

など責任を担い実施する.

地域住民

自治体が管理すべきインフ

ラを地域住民の養子として

里子に出し，地域住民が里

親として自治体との契約の

うえ管理を行う．

NPO

すべての取り組みではない

が，地域住民と自治体をＮ

ＰＯが仲介しており，主に

活動支援業務を行っている.

自治体

自治体が管理すべきインフ

ラを地域住民に養子として

里子に出す.

地域住民が活動を開始した

ら，備品の貸出やモチベー

ションを保つために支援す

る.

道普請
（長野県柿野沢地区）

地域住民

国税・県税・市税に加え，

区費および道路費の積立を

行うことで住民自ら財源を

供出し，さらには労力・土

地などの資源も供出するこ

とで地域住民が一体となっ

てインフラの整備を行う．

◇生活の質向上を地域の共通の目的と

し，区，常会，個人といった単位で資

金，労力，資源を出し合い，道路を整備

をする．

◇道路施設への関心があまりみられない

中で，住民の公共に対する意識を醸成す

る必要がある（地域住民）

アダプト制度
（徳島県名西群神山町）

◇自治体が管理すべきインフラを地域住

民に養子として出し，契約のうえ地域住

民が管理する．

◇自治体は道具の貸出やアダプトサイン

の設置，自主的な活動促進支援，参加数

の拡大業務を担う．

◇一般住民の参加者を促すために地域

リーダーが必要である（地域住民）．

◇活動を支援する仕組みが必要である

（自治体）．

包括発注
（青森県）

◇地域を7つに区分し，自治体はそれぞ

れの地域の橋梁維持管理を請け負う業者

を選定する.

◇建設業者が行った一次点検でみつかっ

た場合に，県の職員が二次点検を行う.

補修は受注業者が請け負う.

◇ただし，大規模補修は別途発注する.

◇入札参加資格として民間企業は経験と

技術力が求められる（民間企業）．

性能規定型発注
（米ヴァージニア州）

◇発注者が規定した水準に基づき企業は

性能を規定し契約を結ぶ.

◇規定された管理水準を維持するための

作業，労務，機械，業務の全ての費用が

含まれる.

◇インフレリスクや事故・災害など予見

できない全ての費用を契約内に含み支払

は契約金額の毎年ごとの内訳額に基づき

毎月分割払いになる.

◇性能規定の定義を適切に設定する必要

がある（自治体）．

◇企業を監視する能力が求められる（自

治体）．

◇リスクに耐えうる経営力が必要である

（民間企業）．

権限移譲
（広島県-三次市）

◇対象路線等，話合いのうえで，道路法

17条2項の適用により，県管理道路を

市に権限を含め移譲する.

◇管理水準においては県道の基準が適応

される.

◇県道管理分の地方交付金として市が受

ける.

◇現在は市内完結の道路が対象となる．

◇管理量が増加するため，技術者が必要

である（市町村）．

◇管理水準は県道と同様なため，県職員

同等の技術力が必要である（市町村）．

広域連合
（長野県）

◇市町村を包括した上伊那広域連合が，

市町村からの要望を受け，業務のサポー

トをしている．

◇公共土木事業においては100％事業

費割とし，実施設計工事費額の2.5～

3.5％の料率を広域連合が得ている.

◇広域連合を組織化するためには自治体

間の調整が必要である（自治体）．

◇広域管理のための技術力が必要である

（広域連合）．
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地域住民が活動しやすいよう，活動の場を提供すること

も必要である． 

 

(2) 連携方法 

自治体間の関係においては，[権限移譲]により役割分

担を明確にする．県は市町村が行うにはふさわしくない

業務やリスクの高い道路施設を重点的に管理する．小規

模自治体は [広域連合]を組織化することで技術者を共

有する．そして道路管理施設を包括的に管理する． 

自治体と民間企業の関係においては，民間企業が実施

することでレベルの高い道路施設管理や効率的にサービ

スの提供ができるものについて，権限を移譲する．発注

の際には，民間企業からの技術提案を受ける [性能規定

型発注]とする．道路施設管理においては発注ロットが

小さく民間企業の利益につながらない可能性があるが，

点検と補修を一体とし，地域を一体で発注する[包括発

注]を導入することで，ある程度の業務が確保可能とな

る． 

地域住民と自治体の関係性においては，地域の活動を

自治体が地域住民の活動を支援する[アダプト制度]を活

用する．地域住民と自治体が連携するためには [道普

請]の取り組みのように地域活動を活発化させる必要が

ある． 

 地域住民と民間企業の関係においては，地域住民が活

動の中で得た情報を民間企業に提供し，民間企業が適切

に対処する体制が必要である． 

自治体や民間企業および地域住民が連携する管理体制

では，中間支援組織が有用となる．中間支援組織と各主

体の関係においては，中間支援組織が人材育成を担い，

それぞれの役割を補う人材を派遣し，活動が円滑に進む

ように支援する． 

このように自治体や民間企業および地域住民といった

主体が関係を構築し，中間支援組織がそれぞれの役割を

補完する役割を担うことで維持管理サイクルが自立する

体制となる． 

 

 

5.  地域協働型道路施設管理のあり方 

 

 前章で，地域協働型道路施設管理体制における主体の

役割と連携方法について，先進事例を参考に提案した．

地域協働型道路施設管理においては，各主体がそれぞれ

の役割を担い，ある一定の地域において連携し，相互関

係を持続することが必要である．つまり，それぞれの役

割を担うために能力を付与するための人づくりや，主体

間が関係性を築き，持続させることが課題である． 

 ここでは，人づくりとしての「専門家の育成」，「住

民の主体的な活動の創出」について，事例を用いながら

考察を加える．さらには，地域協働型道路施設管理体制

のあり方として，ＮＰＯ団体や大学の役割が必要である

ことを示す．人づくりおよび主体をつなぎ支援する役割

が揃って，地域協働型道路施設管理体制が運用され，持

続するものといえる．  

 

(1) 人づくりのあり方 

a) 専門家の育成 

先進事例を分析し，主体の役割を明確にすることで，

例えば，県職員においては長期的マネジメント能力が必

要であったり，民間企業においては行政に自社の技術を

提案し自らの判断で維持管理業務を行うなどの能力が必

要であることを示した．仕組みを運用するために，人づ

くりとして，役割に資する能力を付与し，実務に活かせ

るよう努める必要がある． 

人づくりにおいては，2つの先進事例を示す．岐阜大

学社会資本アセットマネジメント技術研究センター

（CIAM）19）では，自治体や民間企業の職員を対象にメン

テナンスエキスパート（ＭＥ）といった名称で人材育成

している．自治体と業界双方の技術力を向上させ，共通

の高度な知識を持った総合技術者を養成することを目指

し，自治体および民間企業の専門家を対象に講義を提供

している．なお，資格を取得することで民間企業は，岐

阜県の工事において，総合評価方式の加点対象となるメ

リットがあるなど育成後の活動を創出する仕組みとなっ

ている．長崎大学工学部インフラ長寿命化センター（Ｉ

ＬＥＭ）20）では，観光ナガサキを支える“道守”養成

ユニットを受託し，地域でインフラ管理を行う人材を育

成している．事業目的として，点在する観光資源を結ぶ

インフラ管理に貢献するとともに，新たな技術と産業振

興に資する人材育成を支援することとしており，レベル

に応じたコース別の講義を展開している．コース別にす

凡例
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図-1 地域協働型道路施設管理のイメージ 
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ることで，点検ができる人からマネジメントできる人等，

シームレスな維持管理体制を構築することができるよう

工夫している． 道守補助員は地域住民からリーダーを

育成する仕組みになっており，道守補助員が簡単な点検

を担い，専門家の資格者と連動することで，地域内で維

持管理サイクルを自立させる体制の確立につながる仕組

みである． 

以上，2つの事例を取り上げ，その仕組みを述べたが，

民間企業においては，仕事を受注する際に公的な資格が

重要とされるため，個人の技術力と会社への利益につな

げる人づくりを専門機関が提供する必要がある．自治体

おいては，様々な主体から得られる情報を判断する能力

や，得られた情報を処理し中長期的な維持管理マネジメ

ントに役立てる能力を付与する必要がある． 

b) 住民の主体的な活動の創出 

道守補助員やアダプト制度および道普請等，地域を守

るために活動している人は，余暇時間を活動に充ててい

るだけでなく，地域への愛着をもって自分の時間を費や

している．このような人を支援し，地域で活動する主体

として位置付ける仕組みとして，2つの先進事例を示す． 

岐阜県19）は地域住民を対象にメンテナンスサポーター

（ＭＳ）を育成している．ＭＳは，地域住民からの公募

を受け，自治体が資格を付与しており，普段利用する道

路施設の簡易な点検，危険個所等を住民が通報すること

で損傷の早期発見・補修することで事故防止・維持費用

の低減を目的としている．地域住民が道路施設を見守る

ことで長期にわたる状態監視や他住民への地域愛着心の

啓発につながることが期待できる．なお，先に取り上げ

たＭＥとＭＳが地域内で連携することで，地域住民を含

めた維持管理体制を構築することができる．ＭＳが身近

に道路施設を見ることで地域の実情に応じた情報を即座

に得ることができ，情報を受けＭＥが対応することで，

地域内での維持管理サイクルを自立させる体制が確立さ

れ，道路施設の劣化に伴う事故等を未然に防ぎ，劣化の

遅延につながることが期待できる．先にも述べたが，Ｉ

ＬＥＭでは，地域住民を対象に道守補助員として育成し

ている20）．道守補助員が簡単な点検を担い，専門家の

資格者と連動することで，地域での活動を提供している． 

ＭＳや道守補助員は，地域住民に簡易的な点検を依頼

することで情報量の増大を意図しているが，知識を得て

もらうことで，質の高い情報の収集につながる．地域住

民の育成で重要なことは，社会基盤の維持管理に目を向

けてもらうことである．そして，草刈等を日常生活で行

うことで長寿命化につながるなどの知識を得てもらい，

主体的に活動できる環境を創出することである．地域愛

着心のある地域住民が講義を受け知識を習得することで，

地域内での道路施設の維持管理の一端を担うリーダーと

して活躍し，活動が広がりを持つことが期待できる． 

 

(2)  主体をつなぐ仕組みとしての中間支援 

様々な主体が協働して道路施設管理を実施するために

は，それぞれの役割を補完し，主体をつなぐ中間支援が

有用となる．その役割は4章で示したが，以下に整理す

る． 

・人材育成を担う 

・人材育成後に技術者が地域で活動できる工夫をする． 

・専門技術者を紹介し，派遣する． 

・地域住民の活動を支援する． 

・地域住民と自治体および民間企業の連携を支援する． 

 

技術者不足や技術力不足が顕著になっている中で，信

頼のもてる技術者の技術力を地域で確保することが必要

である．中間支援が，人を育て，専門家バンクとして地

域の人材を一括で保有しニーズに合わせ派遣する役割を

担うことで，地域で維持管理サイクルが自立することが

可能となる．この際に，官民の境界を越えた連携が必要

であり，この意味で中間で支援するNPO団体や大学が主

体として想定される． 

専門技術者間の連携のみならず，地域住民と専門技術

者の連携を促すことも中間支援の役割であると考える．

自治体と地域住民の連携を強化することで，住民参加の

拡大と持続を期待したい．民間企業と地域住民が連携す

ることで，地域住民の点検結果を民間企業の補修につな

げることができ，住民活動の拡大につながることを期待

したい． 

 

 

6. おわりに 

 

本研究では，安心安全な地域を地域で維持していくた

めには，様々な主体がそれぞれの役割をもって連携する

地域協働型道路施設管理が有用であると考え，その仕組

みづくりに着目し先進事例の分析を行った．そして，分

析から得られた知見をもとに，地域協働型道路施設管理

に資する主体の役割と連携方法について示した． 

そして，地域協働型道路施設管理体制を運用するため

に，人づくりと，主体をつなぐ役割が重要であることを

示した． 

今後は，地域協働型道路施設管理体制の効果を事例分

析により整理していく予定である．  
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